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（１）都市・地域総合交通戦略とは

都市・地域総合交通戦略とは、総合都市交通体系調査の成果である都市交
通マスタープランを踏まえ、短期・中期的な政策目標を明示し、これを実現する
ためのハードとソフト施策及びその施策展開方針を定めるものであり 交通施ためのハ ドとソフト施策及びその施策展開方針を定めるものであり、交通施
策を具体的に実現するために策定するものである。

戦略の立案
国 戦略の策定を 戦略の立案

戦略の策定

か
ら 都市・地域が目指す

総合的な交通を実現

支援

戦略の策定

戦略の実施

の
支
援

総合的な交通を実現

戦略に基づく
取り組みを 戦略の実施援
取り組みを
総合的に支援
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都市・地域総合交通戦略の策定イメージ

注）国土交通省ＨＰより

3出典）国土交通省ＨＰ



（２）都市・地域総合交通戦略で検討すべき事項
都市・地域総合交通戦略の策定要件として 国土交通省では 以下の内容を都市 地域総合交通戦略の策定要件として、国土交通省では、以下の内容を
定めており、策定の際に留意する必要がある。

出典）国土交通省「都市・地域総合交通戦略要綱、平成21年3月 4



①都市における現状及び課題

（３）県西部都市圏における都市・地域総合交通戦略の方向性

　地域づくりからみた都市交通の検討の方向性

部地域 状 都市交通 交流 連携の強化 円滑化　県西部地域の現状
　交通の状況

　社会経済状況等

●人口
・夜間人口は減少傾向
・少子高齢化のより一層の進行
・鉄道駅などの拠点を中心に
　人口が分布

●交通手段
・引き続き自動車依存傾向
・公共交通利用者の減少

●道路・交通施設
・酒匂連携軸における幹線道
  路網整備の遅れ
大規模施設に隣接した幹線

県西部地域の現状の都市交通問題

●平日の市街地での慢性的な交通渋滞、特に南北方向交通の混雑
　　混雑度が1.25以上となる区間が存在する主な道路
　　　国道1号、国道135号、国道255号 等
　　　小田原山北線、御殿場大井線 等

交流・連携の強化・円滑化

●地域内拠点の連携強化（南北・東西）
・酒匂連携軸を形成する拠点間の交通サービス水準向上に資する
                                                    幹線道路網整備・交通円滑化方策の検討
・足柄下郡の観光拠点連携強化に資する

●広域交流促進に資する交通体系の整備
・山梨、静岡との交通ネットワーク強化（富士箱根伊豆交流圏形成支援）
・地域内外南北方向の交通ネットワーク強化（酒匂連携軸形成支援）
・地域内外東西方向の交通ネットワーク強化（横浜足柄連携軸形成支援）

●土地利用
都市 観光拠点などが地域

●産業
・地域産業の停滞
・神奈川県平均を上回る夜間
  人口当たり製造品出荷額等
・日本有数の国際的観光地
・産業の土地利用転換

・大規模施設に隣接した幹線
　道路の混雑
・大井町、中井町などを中心
  にバス路線の退出等意向申
  出路線が存在
・小田原市、山北町、箱根町
  などにおける歩行者ネット
  ワーク整備の遅れ
・鉄道駅等における駅前広
場 駐車場等の未整備

●観光交通による混雑、住民の日常交通との輻輳
　　国道1号、国道135号、真鶴道路、湯河原箱根仙石原線　等

●国道を中心とした事故多発地点
　　国道1号、国道255号　等

足柄下郡の観光拠点連携強化に資する
                                                    幹線道路網整備・交通円滑化方策の検討
・足柄下郡3町と他地域との連携箇所における
                              混雑解消に資する幹線道路整備・交通円滑化方策の検討

●地域の幹線道路ネットワークの明確化
・県西部全体からみた幹線道路網体系の明確化
                             （各市町の幹線道路整備計画を県西部全体として整合）
・通過交通処理の円滑化に資する道路ネットワークの整備促進
                                                                  （自動車専用道路、4車線道路）

・都市・観光拠点などが地域
  全体に分布
・大規模商業施設の幹線道路
  沿道への立地の進展
・中山間部,丘陵部に点在する
  美術館,博物館等観光施設

●自然環境
・箱根、丹沢、酒匂川、相模

  場、駐車場等の未整備

●交通需要
・各交通需要において減少傾向
・公共交通需要も減少傾向
・小田原市を中心とした交通
  流動
・広域交通需要の活発化
・圏域外の周辺都市との交通
　流動増加

　各市町の現状の都市交通問題

●公共交通サービス水準の低下
　　高い自動車依存の継続による公共交通サービス水準の低下

●市街地・観光地の歩行環境の向上
　　国道1号、国道246号、小田原市街地、湯河原箱根仙石原線　等

　混雑緩和のための既存交通基盤の有効活用
●限られた財源のもとでの効果的・効率的な交通混雑対策
・道路交通情報提供、有料道路の利用料金見直しなど
                                                             既存交通施設の有効活用策の検討
・渋滞交差点等の部分改良などによるボトルネック解消　
・TDM施策等の適用可能性の検討（公共交通が利用可能な地区におけるモビリ
　ティマネジメントの導入等）

  湾などの豊かな自然環境
・神奈川県西部地震、東海地
　震、富士山噴火の危険性

●鉄道駅等における交通結節点機能の向上
　　国府津駅、松田駅・新松田駅、開成駅　等

　移動しやすさの向上

●公共交通による移動の利便性や円滑化の維持・向上
・移動制約者等の移動円滑化や交通手段確保に資する交通体系の構築
・事業者との連携による公共交通ネットワーク維持・確保方策の検討
・大井町、中井町などを中心としたバスの利便性が低い地域における
                                                        広域的な視点からのバス路線網の検討
・需要動向、利用者ニーズに応じた交通結節点機能強化、バリアフリー化の推進

●交通事故
・高齢者による交通事故の増大

●財源
・限られた財源の中、公共事
　業に重点投資をすることの
　難しさ

●交通に対する市民意識
・自動車よりもバスや自転車
　交通に不満
・高い自動車依存であり、高
　齢になっても自動車利用意
　向が高い

　県西部地域の将来像

　　上位計画の方向性

●かながわグランドデザイン基　
　 本構想（県総合計画）
・活力と魅力にあふれた地域づくり
・国内外から来訪する多くの人々

将来交通需要の見通し
H20P東京都市圏パーソントリップ

調査のH42将来交通需要

　将来発生すると想定される都市交通問題

●安全・安心な交通環境整備への対応
●都市交通からみた環境負荷低減への対応
●低成長時代における交通体系整備
●大規模自然災害に備える交通体系整備
●安全・快適な観光交通実現に向けた対応●交通需要減少傾向が続く

●自動車依存のさらなる継続

　観光交通行動の支援

●観光行動を支援し、広域的な回遊ルートを形成する交通環境整備等
・県西部地域の観光拠点間、県外を含む他地域との連携促進のための道路や
既存公共交通の利活用方策の検討

　自然環境・地球環境保全の支援
●環境負荷の低減に資する交通体系の構築
・環境負荷低減に資する交通ネットワークの構築・手段分担方策の検討
・日常交通と観光交通の違いに配慮した環境負荷低減策の検討

　将来自動車交通需要予測から想定される交通問題

　の多様なニーズに対応

●かながわ都市マスタープラン
・歴史と自然につつまれ、観光と
　交流による賑わいのある都市　
　づくり ●足柄下郡３町と他地域との連携箇所における交通混雑

　　国道１号、国道１３５号

●市街地部における交通混雑
小田原市等

●自動車依存のさらなる継続
●変わらない小田原市を
     中心としたトリップ分布
●さらなる公共交通
               利用者の減少

　安全・安心の交通環境の構築

●交通安全対策の強化
・事故多発地点における事故削減策の検討

既存公共交通の利活用方策の検討
・地域資源活用による新たな魅力創出のための
                                   酒匂川を中心とした自転車・歩行者ネットワークの検討
・観光交通混雑緩和に資するTDM施策等の適用可能性の検討
・国内外の観光客のためのわかりやすい交通案内・表示の整備

広域連携の方向性

都市づくりの方向性
●広域交通の活発化
富士山世界遺産登録に伴う
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　小田原市等
●酒匂川渡河部分の混雑
●小田原市と南足柄市の連絡部分の交通混雑
●大井松田IC周辺における交通集中による混雑

事故多発地点における事故削減策の検討
・自動車と自転車・歩行者を分離した道路環境整備の促進

●大規模自然災害に備える交通体系の構築
・交通ネットワークのリダンダンシー確保のための酒匂川沿い南北方向、酒匂
  川渡河部、広域的な交通を担う、観光・産業拠点の小田原市や、観光拠点の
　箱根町、湯河原町、真鶴町等の幹線道路の代替機能検討
・緊急輸送路線の整備促進

都市づくりの方向性 ・富士山世界遺産登録に伴う、
　山梨県、静岡県との交流活
　発化
・2020年の東京オリンピック開
　催に伴う観光客等の増加

●都市づくりの社会的要請
・低炭素なまちづくり
・集約型都市構造
・中心市街地活性化



②都市が目指す将来像

■都市圏の将来都市交通像

拠点内・拠点間の連携を支え、過
度に自動車に依存しない交通体
系の実現

～ 拠点内の都市機能の集約を支え、
広域拠点とのアクセス強化や各地域拠
点の連絡強化など、拠点内・拠点間の
連携を支え、既存の公共交通を維持・
確保し、過度に自動車に依存しない交
通体系の構築 ～通体系の構築

6
■都市圏の将来都市交通像



（参考②）将来都市像の設定例（宮崎都市圏、富山市）

富山市の将来都市像宮崎都市圏の将来都市像
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富山市の将来都市像宮崎都市圏の将来都市像

注）宮崎都市圏総合交通戦略（H21.3策定） 注）富山市総合交通戦略（H19.11策定、H25.1追加修正）



③総合交通戦略の区域

県西部都市圏では、将来都市交通像
の実現に際しの実現に際し、
拠点内の移動として、
「広域拠点（小田原駅周辺）」「地域拠点」
拠点間の移動として拠点間の移動として、
「県土連携軸（広域）」「都市連携軸（地域）」
で設定することが考えられる。

※各市町の重点的に取組みたい地域の有無に
より、今後、微調整の上、決定する
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（参考③） 都市・地域総合交通戦略のエリア設定事例（宮崎都市圏）

宮崎都市圏では、「宮崎市中心市街地」、「広域拠点」、「その他拠点」、「都市圏交通軸」、
「地域交通軸」の５エリアを設定している。
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宮崎都市圏のエリア設定の考え方

注）宮崎都市圏総合交通戦略（H21.3策定）



④総合交通戦略の目標
■交通マスタープランの評価指標と目標水準

施策目標

指　標 目標水準

広域交流拠点への
アクセス時間の短縮

小田原駅アクセス
30分圏の拡大

県西部都市圏では、交通マスタープラン
の評価指標を基本とし、都市圏の将来都

インターチェンジ
アクセス時間の短縮

ICアクセス
15分圏の拡大

主要断面の混雑緩和・ 混雑度1.25未満の区間の増加、

拠点間所要時間
の短縮

拠点間１５分圏
の拡大

の評価指標を基本とし、都市圏の将来都
市交通像の実現の観点から、評価指標
及び目標値を設定することが考えられる。

都市圏混雑度の低減 混雑度1.5以上の区間の解消

ボトルネック(交差点等)の解消
渋滞が著しい
地点の解消

休日の幹線道路
混雑の緩和

平休比が１を超え、かつ、
休日混雑度が1.25を超える

区間の混雑緩和

※具体施策は今後の道路作業部会、
公共交通作業部会等で検討する 主要駅のバリアフリー化

乗降客数5,000人以上の
全13駅のバリアフリー化

主要観光拠点へのアクセス
時間の短縮

箱根湯本まで30分圏
の拡大

市街地内の自転車通行可能
区間の密度向上 市街地内の

道路整備によるゆとりある

公共交通による
カバー圏人口の維持

DID内公共交通カバー圏人口
92％（現況）の維持

交通事故の削減 事故危険箇所の解消

区間の密度向上、市街地内の
歩道設置密度の向上

幅員の道路整備率向上

■ 都市圏の将来都市交通像

災害拠点病院までの
アクセス時間の短縮

災害拠点病院まで
３０分圏の拡大

緊急交通路線・緊急輸送路線
の整備・改良

緊急交通路線・緊急輸送路線
指定道路の十分な有効幅員

確保と整備促進

二酸化炭素排出量の削減
渋滞緩和・旅行速度向上等

拠点内・拠点間の連携を支え、過度に
自動車に依存しない交通体系の実現

10

自動車依存度の緩和
自動車分担率の増加抑制
自動車走行台キロの低減

二酸化炭素排出量の削減
渋滞緩和 旅行速度向上等
による排出量削減



（参考④） 目標設定の検討例（宮崎都市圏）

宮崎都市圏では ３つの政策目標を立てて 短期目標 中期目標を設定している宮崎都市圏では、３つの政策目標を立てて、短期目標、中期目標を設定している。
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宮崎都市圏の政策目標及び目標値

注）宮崎都市圏総合交通戦略（H21.3策定）



⑤目標達成に必要となる施策・事業

まちづくり交通計画 交通需要マネジメント公共交通計画 幹線道路網計画 まちづくり交通計画 交通需要マネジメント公共交通計画 幹線道路網計画

●各駅等における交通結節
点機能の再検討
●基本計画である歩行者ネッ
トワーク計画等の策定及び
整備推進
●駅前レンタサイクルの活用

●観光地内の移動性を支援
するレンタサイクル等の導
入検討
●自動車専用道路の利用促
進策の検討・提案（情報提
供、有料道路の料金弾力

●既存鉄道サービスの維持・
確保
●既存バスサービスの維持・
確保
●鉄道・バスの乗継利便性向
上策の実施（情報案内、ダ

●広域交流・地域内連携を支
援する道路やインターチェ
ンジアクセス道路の整備
●県西部地域の骨格を形成
する放射環状型・ラダー型・
拠点間連絡型の道路網整

県西部都市圏では、４つの施策体
系である「公共交通計画」「幹線道

促進 化等）イヤ調整等）
●高速バスネットワークとの
連携

備
●河川沿いを活用した自転
車道整備の推進

●駅前レンタサイクルの活用
推進（再掲）
●わかりやすい交通案内の

●観光地への円滑な移動を
推進するパークアンドライド
の導入検討

●観光と連携した鉄道・バス
交通の利活用、外国人でも
わかりやすい交通案内の

●県西部地域の骨格を形成
する放射環状型・ラダー型・
拠点間連絡型の道路網整系である「公共交通計画」「幹線道

路網計画」「まちづくり交通計画」「交
通需要マネジメント」ごとに具体施策
を設定することが考えられる。 ●基本計画である歩行者ネッ ●利便性の向上による鉄道・●公共交通が不便な地区へ

●わかりやすい交通案内の
充実（再掲）

の導入検討
●観光地内の移動性を支援
するレンタサイクル等の導
入検討（再掲）

わかりやすい交通案内の
充実

●都市圏外の広域的な観光
地間を周遊する公共交通
の導入検討
●観光地間の回遊性を支援
するバス交通の整備

拠点間連絡型の道路網整
備（再掲）
●ボトルネック対策の推進

●基本計画である自転車ネッを設定することが考えられる。

※具体施策は今後の道路作業部会、
公共交通作業部会等で検討する

●基本計画である歩行者ネッ
トワーク計画等の策定及び
整備推進（再掲）
●バリアフリーに配慮した歩
行者空間の整備
●「駐車場整備計画」等に基
づく計画的な駐車場整備、
既存駐車場の有効活用
●「自転車等の駐車対策に

●利便性の向上による鉄道・
バス等の利用推進

●公共交通が不便な地区へ
のﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ等の導入検討
●移動制約者のためのタク
シー等を活用した新たな輸
送サービスの導入検討
●主要交通結節点の整備
●公共交通のバリアフリー化
促進

●基本計画である自転車ネッ
トワーク計画等の策定及び
整備推進

●「自転車等の駐車対策に
関する総合計画」等に基づ
く計画的な駐輪場整備、既
存駐輪場の有効活用

●高齢運転者への公共交通
利用促進の支援強化

●防災ﾈｯﾄﾜｰｸ形成の推進
●交通事故を削減する交通
安全対策、バイパス整備
の推進

●安全な移動のためのハン
プやボラード等の設置、交
通規制の導入検討

●交通安全教育の推進
●運転負担の軽減や事故の未
然防止等に有効な先進安全
自動車(ASV)の普及促進

● 「駐車場整備計画」等に基
づく計画的な駐車場整備、
既存駐車場の有効活用
（再掲）

●「自転車等の駐車対策に関
する総合計画」等に基づく

●行政・企業・学校におけるﾓ
ﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの導入
●主要施設・観光地等の電気
自動車用充電施設の整備

●公共交通優遇制度（乗継割
引、観光・商業施設との連
携、旅行パックと絡めた優
遇制度等）
●サイクルアンドバスライドの
導入検討

●自然環境保全の支援（生態
系に配慮した道路計画づく
りと事業の実施）
●基本計画である自転車ネッ
トワーク計画等の策定及び
整備推進(再掲)

の推進 自動車(ASV)の普及促進

※分野別の基本方針は、主として関連する項目を中心に記述

※赤字は前回交通マスタープランからの変更点

計画的な駐輪場整備、既
存駐輪場の有効活用
（再掲）

( )
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（参考⑤-1） エリアごとの交通施策の検討例（宮崎都市圏）

13
宮崎都市圏のエリア（広域拠点、地域拠点）ごとの交通施策設定例

広域拠点 地域拠点

注）宮崎都市圏総合交通戦略（H21.3策定）



（参考⑤-2） 交通計画分野ごとに交通施策の設定例（富士市）

富士市では 「道路」「自転車」「公共交通」「交通結節点」に分けて具体施策を設定している富士市では、「道路」「自転車」「公共交通」「交通結節点」に分けて具体施策を設定している。

14注）富士市総合都市交通戦略（H22.3策定）



（４）都市・地域総合交通戦略に対する国の支援制度

15出典）国土交通省ＨＰ



都市・地域総合交通戦略を策定し、その中で位置づけられた施策・事業
に対し 事業費の１／３の支援が国から優先的に受けられるに対し、事業費の１／３の支援が国から優先的に受けられる

16



都市交通システム整備事業の補助対象の詳細

17



（参考）都市・地域総合交通戦略の策定状況

神奈 部都市 在策定中 都市 中 あ神奈川県西部都市圏は、現在策定中の１６都市の中の一つである。

18

出典）国土交通省ＨＰ


